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１．はじめに 

 「この世界において唯一確かなこと、それは人の命には限りがあり、しかもそれがいつそしてどの

ような形で終わりを遂げるかは不確実であるということである。」1)－ これは Rowe による An Anatomy of 

Risk という著書の書き出しの一節であり、リスクの意味を端的に表現したものである。すなわちリス

クとは、人の寿命を短縮の方向に作用する因子の総称であることを示唆している。 環境リスクの推定

には環境を経由したリスク因子が人や生態系の生物といった暴露受容体までの到達過程を記述するこ

とから始まる。 

 不確実な将来に対する備え、余裕をもった設計、ゆとりをもった計画など、リスクを回避すること

はすでに日常的にあらゆる場において取り込まれているといえる。環境分野において、環境リスクの

管理は人々の生活を維持するうえできわめて重要な役割を有している。環境リスクはヒトとしての健

康リスクから生活の質、それを支える社会基盤施設の機能阻害といったことまで包括する概念である。

リスクは、フロー的な汚染や物質の消費に起因するリスクやあるいはストック型の成分によるリスク

にわけられ、発現形態からみると健康リスク、生態リスク、社会に具備されたリスク回避システムの

機能不全といったシステムリスクに分けられる。これらは客観的な手順によって推定され、数値とし

て表現されるリスクと人々の感覚上のあるいは主観的な“こわさ”の心理的論理によって表出するも

のとにわけられよう。前者についてはリスク算出の過程の客観性を担保することに焦点が当てられ、

後者は心理的論理の多様さをはかり、分類することに重点がおかれている。 

 

２．環境リスクの分析 

(1)リスク分析の構成要素 

  環境リスクという用語がアメリカの環境庁で使われ始めたのは化学物質汚染対策を契機としている。

社会に多大な便益を与える一方で、潜在的に（使われ方によっては）毒性を有する（発揮する）化学

物質の評価において導入された概念である。環境リスクの分析において、有害化学物質への暴露を例

にとれば、その毒性はいったい何か（危害の同定、Hazard identification）、低濃度だが暴露され続

けるといかなる影響がおこるのかをどのように見積もるか（リスクの見積もり、Risk estimation）、

回避するための代替案はどのようなものが想定されるか（リスク評価、Risk assessment）、公共意思

決定として代替案が社会に受け入れられたであろうか（リスク管理、Risk management）、決定にあた

って影響をうける人々に知る権利・要求はどの程度みたされたのであろうか（リスクコミュニケーシ

ョン、Risk communication）といった技法から構成される。 

 これらの過程には、不確実性(Uncertainty）が含まれる。すなわち環境リスクには、リスク因子の

発生過程の不確実性、伝播過程の不確実性、影響発現過程の不確実性や、後述する評価、管理といっ

た視点の多様性、更に受け入れる側の心理的な面の多様性の考慮が必要となる。なお、リスクの定義

としては、池田らによる定義、「人間の生命や安全や健康・資産ならびにその環境（システム）に望ま

しくない結果を与える可能性」が包括的なものであり、リスクを確率と結果の和集合として定義し、

式(1)で示している 2)。 

   Risk = p⊕ d            (1) 

          p：発生確率 

          d：望ましくない結果の程度 

          ⊕：和集号 
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(2)リスクの表現形 

リスクの表現系の類型として、致死、罹患率、関心（未知、恐ろしさ）の３つの軸が提案されてい

る 3)。定量的なリスクの表現形としては大別するとリスク率(Risk rate)と損失余命(Losses to life 

expectancy)とに分けられる 4)。リスク率とは暴露時間当たりの事故等の一次元的な値であり、損失余

命は集団としての損失の期待値である。それらの指標によって職業上のリスクを比較したり、事故防

止のための支出経費を調べることで職業ごとに障害や生命の値段を比較することがある８)。  

(3)環境リスクのタイプ   

  多様なリスク因を発生、伝播、暴露に関する属性で分類することがリスクへの対応策を整理する上で

有用である。これらの経路のどの部分に代替案を導入するかという点と連動するため、あらかじめリ

スクの属性に従った分類を必要とする。リスクの受容・拒否の観点から先駆的になされた研究から自

己原因性(Voluntariness)あるいは自己選択可能性の次元が強く効いていることが示されている５)。 

(4)リスクの推定における媒介項 

先にも述べたように、環境リスクの推定は負荷の発生から受容体までのプロセスが連鎖構造として

理解できる。次の式(2)に示したのはこのリスクの発現までの連鎖構造の概念式である。 

 

Dose
Risk

ConcEnv
Dose

Emission
ConcEnv

nConsumptio
Emission

Population
nConsumptioPopulationRisk

∆
∆

=∆
..

..
   (2)           

 

 式(2)において明らかなように、この式はΔRisk=ΔRisk となり、リスク因の発現からリスクの増分

の推定に至る間の媒介項の連鎖を示している。利用可能なデータ、モデルや代替案の導入可能部分等

に応じて適切な精度で、あるいは各項の精度のバランスに配慮して定式化されている。 

(5)知覚されたリスク 

知覚されたリスク(Perceived risk)とは、人々の心理的な次元に投影されたリスクである。量的指

標でしめされたリスクの値やそれらに基づくリスク比較の結果からすると、論理的には矛盾するよう

に見受けられる場合でもリスクの受け止め方において心理的にある種の一貫性のあることを心理的論

理と呼んでいる。心理的次元としては、恐ろしさ(dread)、未知性(unknown)の２つが知られている 6)。 

 

３．環境リスクの管理体系 

(1) リスクの比較 

  リスクはバックグラウンドレベルや代替案との比較において議論される。各種のリスク因に対して

共通のフレームワークで推定した結果に優先順位をつける手法としては１次元的な数値にもとづく一

次元的比較法とリスクを費用に変換する方法による環境政策の優先順位づけがある。１次元的比較法

はすでに述べた通りだが、リスクの費用への変換法はスウェーデン国立環境研究所で提案され、環境

単位負荷、政府の対策に対する支払い意思額によって各種の環境インパクトを等価変換する方法であ

る。この方法は異なる種類のリスク因子の削減に支出された費用に置き換えられて比較されており、

現実の政策の事後評価にもなっている 7)。 

(2)リスク評価における情報の価値 

 前述したとおり、リスクアセスメントは科学的事実の積み上げと推論・判断の部分からなり、新た

に判明する事実等を取り込んでリスク評価プロセスは改善される。すなわち方法が洗練されてゆくこ

とを意味する。いずれの知見が評価プロセスを改善するうえで重要性が高いかということを識別する

指標として情報の価値（Value of Information）が定義されている 8)。これは、リスク評価にあたっ

て必要なデータの収集段階を想定し、すなわちデータがきわめてわずかしかない場合（１）、ある程度

集まった段階（２）、そして議論の結果ある一定の値に収束した場合（３）についてシステムモデルの
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パラメータの入力パターンとしてこれらの３つの場合ととりあげて、獲得情報を期待値の上昇に置き

換えたものである。 

(3)管理原則 

 リスクは潜在している以上、ゼロにすることは現状ではきわめて困難であり、むしろどう管理して

いくかが課題である。リスク管理(risk management)とは、式(2)に従い推定されたリスクが削減すべ

き対象なのかどうか、そうであるとすれば、どれほど削減しなければいけないのか、誰が誰に対して

責任をもって実施しなければならないかを明らかにする行為である。対策の優先順位、その決定にお

いて影響を受ける人々への情報の伝達・交換そして意思決定プロセスへの組み込みが問われている。

この段階においてリスクの受容に関与する要因としては、リスクを伴った行為により得られる便益は

どれほどか、暴露人数、社会へのなじみの程度、自己選択の可能性、未知への恐怖といったものが関

連する。リスク管理における代替案選択の判定基準には no risk reduction（なんら対策を施さない）、

zero risk（いかなるリスクも許容しない）、as low as practicable（実行可能な範囲でできる限り低

い水準に）、best practicable technology（実行可能な最良技術）、best available technology（利

用可能な最良技術）がある。 

(4) 事後評価 

 数多くのリスク因に対してリスク－ 便益分析を行い政策の効率性が論じられている 9)。これは資源の

効率的配分の観点から生命の存続を意図した各種の対策の限界費用を比較することでなされた例であ

り、個々の対策によって単位リスク削減あたりの費用が広い範囲に分布することが確かめられている。

この種のデータが再度リスク評価者へフィードバックされ、総合的なリスク対策、すなわち資源の効

率的な配分が保証されたリスク管理へとつながることが重要である。リスク評価とリスク管理が互い

のアウトプットを受け取り合ってリファインしてゆく循環的な構造が形成されることが望ましい。リ

スクに対しては分野横断的な取り組みが不可欠であるが、一方では部分を支える個別分野の基礎的課

題も重要である。毒性データの収集など現在進行形でもあり、既存データが陳腐化することをにらみ

つつも適当な段階で分野横断的なまとまりを確認することが結局のところ重要である。 

 

４．リスク管理の事例 10),11) 

 大気、水質、土壌、などの環境媒体中の化学物質の規制は健康リスクをベースにその対象範囲を拡

大してきている。また、特定の場における適用例としてはゴルフ場で使用される農薬、あるいは建築

物中に含まれるアスベスト、閉鎖系用途のＰＣＢなど過去において使用され現在もなお用いられてい

る物質に対しどのような代替案をもって解決にあたるかの見通しを探る上でリスクをベースにした計

画の必要性は今後増加すると思われる。以下に、代表的な事例を紹介する。 

(１）ＰＲＴＲ 

 リスクアセスメントの実際問題への適用としてはすでに各種の環境媒体に対しての化学物質毎の基

準の策定といったことが行われている。生産・消費・廃棄過程をも捉えた包括的な化学物質対策とし

て環境汚染物質に係わる排出・移動登録（ＰＲＴＲ、Pollutant Release and Transfer Register)シ

ステムが導入された。これは規制対象物質のみならず、潜在的に有害な可能性のある多数の物質につ

いて環境への排出状況を排出事業者が簡易な方法で適正に推計・把握し、自主管理を促進するととも

に関係各主体へ関連する情報を提供することでリスク対策の推進を図る制度である。化学物質の排

出・移動経路としては大気、公共用水域、公共下水道、敷地内土壌、リサイクル業者への移動を含ん

でおり、暴露予測と連動することでリスクアセスメントをより実態に即した形で実施できることが期

待でき、その結果が関連主体にフィードバックされることでトータルとしてのリスク管理がおこなえ

ることが期待される。 

 この種の取り組みは諸外国においては米国（有害化学物質放出目録）、カナダ、英国、オランダ、ド

イツ、オーストリアになされている。物質の生産・利用・消費・廃棄の各断面においてリスクアセス

 3



メント、あるいは稀少資源の有効活用をはかるための制度として位置づけられるよう。くわえて関係

各主体への情報の公開も想定しているため、共通の情報を共有した上でのリスクコミュニケーション

も促進することが期待できる。現在、神奈川県、愛知県内の地域を対象にパイロットスタディが実施

されている。 

 

（２）包括的有害物質管理 

 米国において包括的に物質代謝を管理する－ すなわち生産物のゆりかごから墓場までのコントロー

ルを意図したものが、通称スーパーファンド法と呼ばれるものである。この法律は有害物質の過去に

おける放出、現在及び将来の放出がもたらす悪影響を対象としており、その悪影響は健康リスクとし

て評価されている。不確定な情報下で方策決定を促すため、そのなかには汚染場所のリスクからみた

緊急性を定量化するハザードランキングシステムが組み込まれており、複数の評価指標で総合ランク

をつける手法が用いられている。汚染場所に適用される対策を恒久措置とするかどうかといったこと

を住民の意見をも踏まえながら検討するプロセスを含んでおり、この一連の検討過程において絶対要

件として健康・環境の保護があげられている。すなわち起こりうる有害物質の漏洩による健康影響の

おそれに対しリスクアセスメントを実施し、それを対策の優先順位づけのための基礎情報として活用

されている。 

 

５．リスクとの共存にむけて 

 網羅的な内容となったが、リスクには客観的な合意手順によって推定された、数値が語る側面と知

覚されたリスクといった心理的論理によって表出する内容を含む。リスク管理はリスク評価という分

析結果をベースに展開するが、なかでも合意形成の促進に資する指標の開発が待たれる。工学系、人

文社会系のそれぞれの基礎研究に依拠しながら現実の問題への適用を重ねることによってリスク概念

が分解され、日常用語としてより豊かな語彙に展開されてゆくことが必要でありかつそれが期待され

る。このことは、リスクとつき合い、あるいはそれを管理するための一つのベースとなりうると考え

ている。 
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